
熱貫流率等による基準

断熱構造とする部分

※ユニットバス型の浴室下部の床に相当する

　部分が断熱されている場合には、壁・床等

　との取合部に適切に気流止めが設置され、

　床下換気を確保することで土間床部分の断

　熱を施さなくてもよい。

① 床が断熱されていない場合

② 床が断熱されている場合

断熱材

ユニットバス

断熱材

断熱材

ユニットバス

断熱材

床下換気 床下換気

気
流
止
め

気
流
止
め

浴室下部が断熱されている

※1　延床面積の５％以下の部分については床の 「その他の部分」 とみなすことができます。

※2　玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分を除きます。（4㎡程度）

浴室下部の断熱

基礎断熱 基礎断熱

気密パッキン材等気密パッキン材等

ａ．断熱構造とする部分の基準

エコポイント対象住宅省エネ基準（戸建・木造）の審査は次のイ、ロになります。

 仕様型基準ロ

屋根

外気に接する床

天井

（イ） 熱損失係数等による基準（建築主の判断の基準＝性能型基準）

（ロ） 熱貫流率等による基準（設計および施工の指針＝仕様型基準）

省エネ基準ガイド（戸建・木造）

・・・※2

・・・※2

・・・
※1

1

不許転載・複製

注意！ 本ガイドはエコポイント対象住宅 省エネ基準 （戸建 ・ 木造） のガイドです。

エコポイント対象住宅 トップランナー基準 ・ 性能評価 ・ 長期優良住宅 ・

フラット35 S （省エネルギー対策等級4）には適用できませんのでご注意ください。

熱損失係数等による基準イ

①

②

Q

μ

性能型基準

・・・※1
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ueno
テキストボックス
《注意》本ガイドは、住宅省エネラベル適合性評価の「断熱性能基準」（一戸建ての住宅／木造）のガイドです。「総合省エネ基準」への適合には、「断熱性能基準」の適合以外に、基準達成率を１００％以上とすることが必要です。また、性能評価・長期優良住宅・フラット３５には適用できませんのでご注意ください。

ueno
テキストボックス
住宅省エネラベル適合性評価の「断熱性能基準」（一戸建ての住宅／木造）の審査は、次の（イ）（ロ）になります。

ueno
テキストボックス
住宅省エネラベル適合性評価技術基準ガイド（一戸建ての住宅／木造）

ueno
長方形

ueno
長方形

ueno
鉛筆

ueno
テキストボックス

ueno
テキストボックス
※１

ueno
テキストボックス
※１

ueno
テキストボックス
※１



ｂ．躯体の断熱性能等に関する基準

木造住宅の躯体の断熱性能の審査には、（１）躯体の熱貫流率の基準 と （２）断熱材の熱抵抗の基準があります。

（１）はａ．で定めた部位ごとの熱貫流率が基準値以下であることを確認し、（２）は部位ごとの断熱材のみの熱抵抗値が基準値以上で

あることを確認します。

（ 1 ）躯体の熱貫流率の基準　U 

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

住宅の種類 部位

鉄筋コンクリート造等

の住宅

その他の住宅

地域の区分

0.27

0.39

0.27

0.38

0.47

0.67

0.32

0.49

0.38

0.47

0.67

0.17

0.35

0.24

0.34

0.37

0.53

0.35

0.49

0.32

0.46

0.51

0.73

0.41

0.58

0.46

0.51

0.73

0.24

0.53

0.24

0.34

0.37

0.53

0.37

0.75

0.37

0.53

0.58

0.83

0.43

0.86

0.54

0.58

0.83

0.24

0.53

0.34

0.48

0.53

0.76

0.37

0.75

0.37

0.53

0.58

0.83

0.43

0.86

0.54

0.58

0.83

0.24

0.53

0.34

0.48

0.53

0.76

0.37

0.75

0.37

0.53

0.58

0.83

0.43

0.86

0.54

0.58

0.83

0.24

0.53

0.34

0.48

0.53

0.76

0.37

1.59

0.43

1.76

0.24

0.53

断熱材の

施工法

内断熱工法

外断熱工法

木造の住宅については、熱橋となる部分（壁に設けられる横架材を除く）による低減を勘案した熱貫流率が、次の表に掲げる基準値以下であること。

2

不許転載・複製

熱貫流率の基準値  (単位 W/㎡・K)
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（ 2 ）断熱材の熱抵抗の基準　R 

屋根

天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法

　　又は

内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

6.6

5.7

3.3

5.2

3.3

3.5

1.2

5.7

2.9

3.8

－

3.5

1.2

345

300

175

275

175

185

65

300

155

200

－

185

65

330

285

165

260

165

175

60

285

145

190

－

175

60

300

260

150

235

150

160

55

260

135

175

－

160

55

265

230

135

210

135

140

50

230

120

155

－

140

50

225

195

115

180

115

120

45

195

100

130

－

120

45

185

160

95

150

95

100

35

160

85

110

－

100

35

150

130

75

115

75

80

30

130

65

85

－

80

30

※：単位m ・K／W2

屋根

天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法

　　又は

内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

4.6

4.0

2.2

5.2

3.3

3.5

1.2

4.0

1.7

3.8

－

3.5

1.2

240

210

115

275

175

185

65

210

90

200

－

185

65

230

200

110

260

165

175

60

200

85

190

－

175

60

210

180

100

235

150

160

55

180

80

175

－

160

55

185

160

90

210

135

140

50

160

70

155

－

140

50

160

140

75

180

115

120

45

140

60

130

－

120

45

130

115

65

150

95

100

35

115

50

110

－

100

35

105

90

50

115

75

80

30

90

40

85

－

80

30

※：単位m ・K／W2

屋根

天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法

　　又は

内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

4.6

4.0

2.2

3.3

2.2

1.7

0.5

4.0

1.7

2.5

－

1.7

0.5

240

210

115

175

115

90

30

210

90

130

－

90

30

230

200

110

165

110

85

25

200

85

125

－

85

25

210

180

100

150

100

80

25

180

80

115

－

80

25

185

160

90

135

90

70

20

160

70

100

－

70

20

160

140

75

115

75

60

20

140

60

85

－

60

20

130

115

65

95

65

50

15

115

50

70

－

50

15

105

90

50

75

50

40

15

90

40

55

－

40

15

※：単位m ・K／W2

屋根

天井

壁

屋根又は天井

壁

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法又は
内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

4.6

4.0

2.2

4.0

1.7

240

210

115

210

90

230

200

110

200

85

210

180

100

180

80

185

160

90

160

70

160

140

75

140

60

130

115

65

115

50

105

90

50

90

40

※：単位m ・K／W2

《軸組工法の場合》

各部位の断熱材の熱抵抗値が次の表に掲げる基準値以上であること。

3
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屋根

天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法

　　又は

内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

6.6

5.7

3.6

4.2

3.1

3.5

1.2

5.7

2.9

3.8

－

3.5

1.2

345

300

190

220

165

185

65

300

155

200

－

185

65

330

285

180

210

155

175

60

285

145

190

－

175

60

300

260

165

190

140

160

55

260

135

175

－

160

55

265

230

145

170

125

140

50

230

120

155

－

140

50

225

195

125

145

110

120

45

195

100

130

－

120

45

185

160

105

120

90

100

35

160

85

110

－

100

35

150

130

80

95

70

80

30

130

65

85

－

80

30

※：単位m ・K／W2

屋根

天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法

　　又は

内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

4.6

4.0

2.3

4.2

3.1

3.5

1.2

4.0

1.7

3.8

－

3.5

1.2

240

210

120

220

165

185

65

210

90

200

－

185

65

230

200

115

210

155

175

60

200

85

190

－

175

60

210

180

105

190

140

160

55

180

80

175

－

160

55

185

160

95

170

125

140

50

160

70

155

－

140

50

160

140

80

145

110

120

45

140

60

130

－

120

45

130

115

65

120

90

100

35

115

50

110

－

100

35

105

90

55

95

70

80

30

90

40

85

－

80

30

※：単位m ・K／W2

屋根

天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

屋根又は天井

壁

床　　　　　外気に接する部分

　　　　　　その他の部分

土間床等　　外気に接する部分

の外周部　　その他の部分

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法

　　又は

内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

4.6

4.0

2.3

3.1

2.0

1.7

0.5

4.0

1.7

2.5

－

1.7

0.5

240

210

120

165

105

90

30

210

90

130

－

90

30

230

200

115

155

100

85

25

200

85

125

－

85

25

210

180

105

140

90

80

25

180

80

115

－

80

25

185

160

95

125

80

70

20

160

70

100

－

70

20

160

140

80

110

70

60

20

140

60

85

－

60

20

130

115

65

90

60

50

15

115

50

70

－

50

15

105

90

55

70

45

40

15

90

40

55

－

40

15

※：単位m ・K／W2

屋根

天井

壁

屋根又は天井

壁

断熱材の施工法 部位

充填断熱工法

外張断熱工法又は
内張断熱工法

断熱材の
熱抵抗値※

断熱材の厚さ（単位mm）

A-1        A-2          B           C           D           E            F

4.6

4.0

2.3

4.0

1.7

240

210

120

210

90

230

200

115

200

85

210

180

105

180

80

185

160

95

160

70

160

140

80

140

60

130

115

65

115

50

105

90

55

90

40

※：単位m ・K／W2

《枠組壁工法の場合》

4
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断熱材区分

断熱材の熱抵抗値算出式、及び断熱材の熱伝導率一覧表

【断熱材の熱抵抗値算出式】

R = d ÷λ

【断熱材の区分と熱伝導率】

断熱材の種類 熱伝導率［W/m・K］

吹込み用グラスウール（施工密度13K、18K）

タタミボード（15mm）

A級インシュレ－ションボード（9mm）

シージングボード（9mm）

住宅用グラスウール断熱材　10K相当

吹込み用ロックウール断熱材　25K

住宅用グラスウール断熱材　16K相当

住宅用グラスウール断熱材　20K相当

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板4号

A種ポリエチレンンフォーム保温板1種1号

A種ポリエチレンンフォーム保温板1種2号

住宅用グラスウール断熱材　24K相当

住宅用グラスウール断熱材　32K相当

高性能グラスウール断熱材　16K相当

高性能グラスウール断熱材　24K相当

高性能グラスウール断熱材　32K相当

吹込み用グラスウール断熱材　30K、35K相当

住宅用ロックウール断熱材（マット）

ロックウール断熱材（フェルト）

ロックウール断熱材（ボード）

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板1号

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板2号

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板3号

A種押出法ポリスチレンンフォーム保温板1号

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3

A種ポリエチレンンフォーム保温板2種

A種フェノールフォーム保温板2種1号

A種フェノールフォーム保温板3種1号

A種フェノールフォーム保温板3種2号

吹込み用セルローズファイバー25K

吹込み用セルローズファイバー45K、55K

吹込み用ロックウール断熱材　65K相当

高性能グラスウール断熱材　40K相当

高性能グラスウール断熱材　48K相当

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板特号

A種押出法ポリスチレンンフォーム保温板2種

A種硬質ウレタンフォーム保温板1種

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1�

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2

A種ポリエチレンンフォーム保温板3種

A種フェノールフォーム保温板2種2号

A種押出法ポリスチレンンフォーム保温板3種

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号

A種フェノールフォーム保温板2種3号

A種フェノールフォーム保温板1種1号

A種フェノールフォーム保温板1種2号

0.052

0.052

0.051

0.051

0.050

0.047

0.045

0.042

0.043

0.042

0.042

0.038

0.036

0.038

0.036

0.035

0.040

0.038

0.038

0.036

0.036

0.037

0.040

0.040

0.040

0.038

0.036

0.035

0.035

0.040

0.040

0.039

0.034

0.033

0.034

0.034

0.029

0.032

0.032

0.034

0.034

0.028

0.023

0.024

0.027

0.028

0.028

0.022

0.022

 R ：断熱材の熱抵抗値［(m・K)/W］
 d ：断熱材の厚さ［m］ 　注）m単位
 λ：断熱材の熱伝導率［ W/(m・K) ］

2

A-1
λ＝0.052～0.051

A-2
λ＝0.050～0.046

B
λ＝0.045～0.041

C
λ＝0.040～0.035

D
λ＝0.034～0.029

E
λ＝0.028～0.023

F
λ＝0.022以下
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（住宅の省エネルギー
    基準の解説　第3版）

��普通単板ガラス

�普通単板ガラス

�普通単板ガラス

�普通単板ガラス

�普通三層複層ガラス

�普通複層ガラス

�普通複層ガラス

�低放射複層ガラス

�低放射複層ガラス

�遮熱低放射複層ガラス

�遮熱低放射複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�各種ガラス性能値は、現在日本国内で販売されているものから、
代表的な品種を選択して示した

（熱線反射2種）

（熱線反射3種）

（熱線吸収）

（熱線反射3種）

（熱線反射3種）

（熱線反射2種）

（熱線反射2種）

（熱線吸収複層） 

（熱線吸収複層） 

12㎜

ー

ー

ー

ー

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

0.88

0.48

0.35

0.68

0.56

0.38

0.31

0.47

0.46

0.34

0.28

0.41

0.38

0.31

0.25

0.35

0.19

0.12

0.10

0.15

0.71

0.79

0.79

0.63

0.50

0.52

0.52

0.48

0.44

0.44

0.44

0.43

0.38

0.37

0.37

0.39

0.16

0.17

0.17

0.15

0.62

0.42

0.43

0.47

0.32

0.33

0.42

0.29

0.30

0.37

0.26

0.26

0.15

0.11

0.11

0.38

0.39

0.29

0.28

0.29

0.31

0.21

0.23

0.27

0.28

0.20

0.21

0.24

0.25

0.18

0.19

0.10

0.10

0.07

0.08

0.57

0.57

0.40

0.41

0.35

0.36

0.31

0.31

0.13

0.13

 （1） 熱貫流率と夏期日射侵入率の基準

U：

η：

注. 当該窓の面積 （2以上の場合はその合計） が床面積の2％以下までは除くことができます。

注. 天窓以外の窓で、当該窓の面積（2以上の場合はその合計）が床面積の4％以下までは除くことができます。
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（下の値以下とする）

（下の値以下とする）

イ.

ロ.

 c ．開口部の断熱性能等に関する基準

開口部の審査基準には、断熱性能及び日射遮蔽性能があります。（1）は、熱貫流率と夏期日射侵入の基準となり、基準値に対して、

その性能を有する開口部を選択します。（2）は、建具等の基準となり、建具の仕様として決まります。断熱性能については（1）イ.

もしくは（2）イ.の基準を適用させてください。日射遮蔽性能については（1）ロ.もしくは（2）ロ.の基準を適用させてください。
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�建具の種類又はその組合せ �代表的なガラスの組合せ例

�窓又は引戸

イの場合、ガラス単板入り建具の三重構造であるもの�イ　三重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率
　　（単位 １平方メートル１度につきワット。以下同じ｡）
　　が1.91以下であるもの

次のイ、ロ又はハに該当するもの

��ロ　二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率
　　が1.51以下であるもの

��ハ　二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が
　　木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流
　　率が1.91以下であるもの

�ロの場合、ガラス単板入り建具と低放射複層ガラス
（空気層12ミリメートルのもの）入り建具との二重構
造であるもの

�ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス（空気層
12ミリメートルのもの）入り建具との二重構造である
もの

窓、引戸
又は框ドア

�次のイ又はロに該当するもの

�イ　一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製
　　であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの

��ロ　一重構造のガラス入り建具で、木又はプラスチックと金
　　属との複合材料製であり、ガラス中央部の熱貫流率が
　　2.08以下であるもの

低放射複層ガラス（空気層12ミリメートルのもの）又
は三層複層ガラス（空気層各12ミリメートルのもの）
入り建具であるもの

ドア �次のイ又はロに該当するもの

�イ　木製建具で扉が断熱積層構造であるもの。ただし、ガラ
　　ス部分を有するものにあっては、ガラス中央部の熱貫流
　　率が2.08以下であるもの

��ロ　金属製熱遮断構造又は木若しくはプラスチックと金属と
　　の複合材料製の枠及び断熱フラッシュ構造扉で構成され
　　るもの。ただし、ガラス部分を有するものにあっては、
　　ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの�

低放射複層ガラス（空気層12ミリメートルのもの）又
は三層複層ガラス（空気層各12ミリメートルのもの）
入り建具であるもの

�窓又は引戸

�イ　二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が
　　木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流
　　率が2.91以下であるもの

次のイ、ロ又はハに該当するもの

��ロ　二重構造のガラス入り建具で、枠が金属製熱遮断構造で
　　あり、ガラス中央部の熱貫流率が2.91以下であるもの

��ハ　二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率
　　が2.30以下であるもの

イ又はロの場合、ガラス単板入り建具の二重構造であ
るもの

�ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス（空気層６
ミリメートルのもの）入り建具との二重構造であるもの

�窓、引戸
又は框ドア ��イ　一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製

　　であり、ガラス中央部の熱貫流率が3.36以下であるもの

次のイ又はロに該当するもの

ロ　一重構造のガラス入り建具で、金属製熱遮断構造又は木
　　若しくはプラスチックと金属との複合材料製であり、ガ
　　ラス中央部の熱貫流率が3.01以下であるもの

イの場合、複層ガラス（空気層６ミリメートルのもの）
入り建具であるもの

ロの場合、ガラス単板二枚使用（中間空気層12ミリメ
ートル以上のもの）、複層ガラス（空気層12ミリメー
トルのもの）又は低放射複層ガラス（空気層６ミリメ
ートルのもの）入り建具であるもの

��ドア又は
引戸 イ　木製建具で扉が断熱積層構造であるもの。ただし、ガラ

　　ス部分を有するものにあっては、ガラス中央部の熱貫流
　　率が3.01以下であるもの

次のイ又はロに該当するもの

ロ　金属製熱遮断構造又は木若しくはプラスチックと金属と
　　の複合材料製の枠及び断熱フラッシュ構造扉で構成され
　　るもの。ただし、ガラス部分を有するものにあっては、
　　ガラス中央部の熱貫流率が3.01以下であるもの

ガラス単板２枚使用（中間空気層12ミリメートル以上の
もの）、複層ガラス（空気層12ミリメートルのもの）又
は低放射複層ガラス（空気層６ミリメートルのもの）入
り建具であるもの�

窓又は引戸 �ガラス単板入り建具の二重構造であるもの二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が
4.00以下であるもの

�窓、引戸
又は框ドア

�ガラス単板２枚使用（中間空気層12ミリメートル以上
のもの）又は複層ガラス（空気層６ミリメートルのも
の）入り建具であるもの

一重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が
4.00以下であるもの

地域の区分

 （2） 建具等の基準

注. 当該窓の面積 （2以上の場合はその合計） が床面積の2％以下までは除くことができます。

イ. 断熱性能 に応じた建具の種類又はその組み合わせ

7

�ドア 次のイ、ロ又はハに該当するもの

�イ　扉がフラッシュ構造（金属製表裏面材の中間の密閉空気
　　層を紙製若しくは水酸化アルミニウム製の仕切り材で細
　　分化した構造又は当該密閉空気層に断熱材を充填した構
　　造をいう）であるもの。ただし、ガラス部分を有するものに
　　あっては、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの

��ロ　扉が木製であるもの。ただし、ガラス部分を有するものに
　　あっては、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの

ガラス単板２枚使用（中間空気層12ミリメートル
以上のもの）又は複層ガラス（空気層６ミリメー
トルのもの）入り建具であるもの

��ハ　扉が金属製熱遮断構造パネルであるもの。ただし、ガラ
　　ス部分を有するものにあっては、ガラス中央部の熱貫流
　　率が4.00以下であるもの

�窓、引戸
又はドア

ガラス単板入り建具であるもの�一重構造のガラス入り建具であるもの

不許転載・複製
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�方　位 �建具の種類若しくはその組合せ又は付属部材、ひさし、軒等の設置

�次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの

ロ　付属部材又はひさし、軒等（※）を設けるもの

全方位

�真北±30度
の方位

次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.70以下であるもの

�ロ　付属部材を設けるもの

�上記以外の
方位

�次のイ又はロに該当するもの

�イ　ガラスの日射侵入率が0.57以下であるもの

�ロ　付属部材又はひさし、軒等（※）を設けるもの

真北±30度
の方位

次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.60以下であるもの

�ロ　付属部材を設けるもの

�上記以外の
方位

�次のイからニまでのいずれかに該当するもの

�イ　ガラスの日射侵入率が0.49以下であるもの

�ロ　ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又はひさし、軒等（※）を設けるもの

�ハ　内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの

�ニ　付属部材及びひさし、軒等（※）を設けるもの

真北±30度
の方位

�次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの

�ロ　付属部材を設けるもの

�上記以外の
方位

�次のイからニまでのいずれかに該当するもの

�イ　ガラスの日射侵入率が0.43以下であるもの

��ロ　遮熱複層ガラス又は遮熱低放射複層ガラスに､付属部材又はひさし、軒等（※）を設けるもの

ハ　紙障子又はこれと同等以上の日射遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの

��ニ　付属部材及びひさし、軒等（※）を設けるもの

地域の区分

注. 天窓以外の窓で、当該窓の面積（2以上の場合はその合計）が床面積の4％以下までは除くことができます。

ロ. 日射遮蔽性能 に応じた建具の種類又はその組み合わせ

8
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ひさし、軒等の定義

東南から南を経て
南西までの方位に
設置され、

のものをいいます。
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